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保険料率改定及び高額療養費制度改正の周知用リーフレット作成・発送業務仕様書 

 

 １ 件名 

   保険料率改定及び高額療養費制度改正の周知用リーフレット作成・発送業務 

  

２ 印刷物及び数量 

印刷物 Ａ４両面 Ｂ５両面 計 

（１）保険料率改定リーフレット 190,000 部 58,600 部 248,600 部 

（２）高額療養費制度改正リーフレット 190,000 部 58,600 部 248,600 部 

合計 380,000 部 117,200 部 497,200 部 

※印刷に必要なデータは、委託者が受託者に提供する。 

 

３ 業務内容及び数量 

業務内容 数量 

（１）リーフレット印刷 

   Ａ４両面カラー、上質 70Ｋ 

   印刷物（１）（２）を２枚１組で巻三つ折り仕上げ 

 

380,000 部 

（２）リーフレット印刷 

   Ｂ５両面カラー、上質 70Ｋ 

   印刷物（１）（２）を２枚１組で巻三つ折り仕上げ 

 

117,200 部 

（３）仕分け発送 

   別紙１「納品先一覧」のとおり（40市町村及び広域連合） 
497,200 部 

 

※（１）は委託者が４月下旬頃に提供するデータ（Microsoft PowerPoint pptx 形式）により印刷

する。データを提供した後、文言等の軽微な変更が生じた場合、受託者がデータ修正を行うもの

とする。 

※納品先については市町村の要望により変更となる場合がある。その場合は、直ちに委託者は変更

後の住所を受託者へ報告するものとする。 

※部数の配分については変動することがある。 

※市町村等ごとの納入時期は別途、委託者が提示し、受託者は納入時期の早い市町村等から順次、

納入する。 
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４ 納入期限 

  令和８年６月１０日（水） 

 

５ その他 

（１）本委託業務は、印刷から成果品を市町村等に搬入するまでを一式一括して委託するものと

する。 

（２）本委託業務は、部数については若干変動することがあるが、その場合の価格の見直しは行

わないものとする。ただし、著しい変動がある場合においては、その都度、協議の上、価

格の見直しを行うものとする。 

（３）受託者は、本仕様書の内容及び本仕様書に明示のない項目について疑義があるときは、広

域連合と協議の上、業務を遂行するものとする。 

（４）製品作成について特許等がある場合は、受託者がその責任を負うこととする。 

（５）納入期限より前にテスト品の納品を必要とし、不備があった場合は合格までテストを行う

こととし、これに伴う費用は受託者が負担することとする。 


